
 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合リハビリテーションセンター 

納入通知書兼領収書広告募集要領  

  

 （趣旨）  

第１条 この要領は、地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合リハビリテーションセンター広

告掲載要綱（令和８年３月１日施行。以下「要綱」という。）第４条の規定に基づき、地方独立行

政法人奈良県立病院機構 奈良県総合リハビリテーションセンター（以下「センター」という。）

の発行する納入通知書兼領収書に掲載する広告を募集するため、必要な事項を定めるものとする。  

  

（広告掲載位置及び枠数）  

第２条 広告の掲載位置は、センターの納入通知書兼領収書の裏面かつ枠数は４枠とし、広告掲載位

置はセンターが定める。  

  

（掲載料）  

第３条 掲載料は、１枠につき６０，０００円（消費税及び地方消費税別） とする。 

２ 広告主は、センターの発行する請求書にて、指定する期日までに掲載料を一括して前納するも

のとする。   

  

（募集方法）  

第４条 広告募集は、センターホームページ（http://www.nara-pho.jp/reha/index.html）で行う。 

  

（募集期間）  

第５条 広告の募集期間は、ホームページでの告知日の翌日から14日間とする。  

  

（申込方法）  

第６条 広告掲載の申込者は、広告掲載申込書 （様式第１号）に添付書類を添えて、センターまで 

メールで送信するもとする。（送付先：narareha@nara-pho.jp） 

  

（掲載枚数）  

第７条  広告を掲載する枚数は、２０，０００枚とする。 (月間使用目安：約３，３００枚） 

 

（掲載規格）  

第８条 掲載規格は、次のとおりとする。  

１枠：縦50mm×横95mm（広告主が１枠分のスペースに応募の場合）  

２枠：縦100mm×横 95mm（広告主が２枠分のスペースに応募の場合）  

４枠：縦100mm×横 190mm（広告主が４枠分のスペースに応募の場合）  

  1色刷（黒色）   



（原稿の作成等）  

第９条 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。  

  

（掲載の決定等）  

第 10条 センター院長（以下「院長」という。）は、申込書の提出があった時は、要綱第３条の規定 

に基づき、申込内容を審査し、要綱第５条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。  

２ 院長は、広告掲載の可否を決定したときには、広告掲載審査結果通知書（様式第２号）によ

り、申込者に通知しなければならない。  

  

（広告内容等の審査及び協議）  

第 11条 広告の内容については、要綱第３条の規定に基づき、広告主と協議後、院長が決定する。  

  

（広告掲載決定の取消し）  

第 12条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。  

（１） 指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき 

（２） 第 11条に規定する協議に応じないとき 

（３） その他院長が広告の掲載を取り消すべきと判断したとき   

２ 院長は、広告掲載の決定を取り消す場合は、すみやかに広告掲載取消決定通知書（様式第３号）

により、広告主に通知しなければならない。      

  

（損害賠償）  

第 13条 広告掲載内容や広告主の不祥事等により、センターが損害を被った場合（センターが直接

受けた損害のほか、センターが他の広告主の損害を填補したことにより生じた損害も含む）、院長

は、当該広告主に対し、損害賠償を求めることができる。  

  

（広告掲載料の還付）  

第 14条 納付された掲載料は、原則として還付しない。 

  

（その他）  

第 15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、院長が別に定める。   

   

附則   

この要領は、令和８年３月１日から施行する。  
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